
第5位 訪問診療の頻度が高い医療機関の
在宅患者訪問診療料の減額
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在宅患者訪問診療料の減算

在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(Ⅱ)

⇨在宅療養支援診療所（病院）であって、「患者一人当たりの直近3ヶ月の訪問診療回数」
が12回以上（＊1を除く）となった場合には、その後、直近1ヶ月に限り、同一患者につ
き 同一月において訪問診療を5回以上実施した場合における5回目以降の当該訪問診療に
ついては、所定点数の50％で算定する（減算）。

直近3ヶ月に訪問診療を行った回数（＊2）
直近3ヶ月に訪問診療を行った患者の数

＝ 12回以上

＊1 別表第7の患者
死亡した患者
末期心不全の患者
呼吸器疾患の終末期患者
当該期間中に訪問診療を新たに開始した患者
当該期間中に訪問診療を終了した患者

3300回
1803人

＝ 1.8回

当法人の場合
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第4位 往診に関する評価の減額
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①往診を行う保険医療機関において訪問診療を行っている患者

②往診を行う保険医療機関と連携体制を構築している

他の保険医療機関において、訪問診療を行っている患者

③往診を行う保険医療機関と平時からの連携体制を構築している

介護保険施設に入所する患者

④往診を行う保険医療機関の外来において継続的に診療を

受けている患者

以下の4つのケース以外の往診について極端な減額が行われる



第3位 頻回訪問加算の見直し
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頻回訪問加算の当法人での試算

69,000円（1月あたり）
69,000×12ヶ月＝828,000円
年額828,000円の減額



第2位 包括的支援加算の減額



12



包括的支援加算の当法人での試算

1,500円×93名＝139,500円（1月あたり）
139,500円×12ヶ月＝1,674,000円
年額1,674,000円の減額



第1位 在医総管/施設総管の減額
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在医総管/施設総管の当法人での試算

120名で222,800円（1月あたり）
222,800円×12ヶ月＝2,673,600円
年額2,673,600円の減額



在医総管/施設総管、包括的支援加算、頻回訪問加算
の当法人での試算（マイナス分）

頻回訪問加算の減額分 ー828,000円

包括的支援加算の減額分 ー1,674,000円

在医総管/施設総管の減額分  ー2,673,600円

合計  ー5,175,600円



2024年診療報酬改定での在宅医療分野重要ランキング10

1 在医総管/施設総管の減額

2 包括的支援加算の減額

3 頻回訪問加算の見直し

4 往診に関する評価の減額

5 訪問診療の頻度が高い医療機関の在宅患者訪問診療料の減額

6
在宅医療情報連携加算（在医総管/施設総管の加算）

在宅がん患者緊急時医療情報連携指導料

7 重症心不全患者の指導料拡大

8 在宅ターミナルケア加算等の対象拡大

9 介護保険施設入所者の病状の急変時の適切な往診と入院受け入れの推進

10 在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院における訪問栄養食事指導の推進



適正化という名の大幅な減額

積極的な対応をとるかどうかで明暗が分かれる
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